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令和元年第４回足寄町議会定例会議事録（第１号）
令和元年１２月３日（火曜日）

◎出席議員（１３名）

１番 多治見 亮 一 君 ２番 高 道 洋 子 君

３番 進 藤 晴 子 君 ４番 榊 原 深 雪 君

５番 田 利 正 文 君 ６番 熊 澤 芳 潔 君

７番 髙 橋 健 一 君 ８番 川 上 修 一 君

９番 髙 橋 秀 樹 君 １０番 二 川 靖 君

１１番 木 村 明 雄 君 １２番 井 脇 昌 美 君

１３番 吉 田 敏 男 君

◎欠席議員（０名）

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者

足 寄 町 長 渡 辺 俊 一 君

足寄町教育委員会教育長 藤 代 和 昭 君

足寄町農業委員会会長 齋 藤 陽 敬 君

足寄町代表監査委員 川 村 浩 昭 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

副 町 長 丸 山 晃 徳 君

総 務 課 長 松 野 孝 君

福 祉 課 長 保 多 紀 江 君

住 民 課 長 佐々木 雅 宏 君

経 済 課 長 村 田 善 映 君

建 設 課 長 増 田 徹 君

国民健康保険病院事務長 川 島 英 明 君

会 計 管 理 者 横 田 晋 一 君

消 防 課 長 大竹口 孝 幸 君

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者

教 育 次 長 沼 田 聡 君

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者

農業委員会事務局長 上 田 利 浩 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 櫻 井 保 志 君

事 務 局 次 長 野 田 誠 君

総 務 担 当 主 査 西 岡 潤 君
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◎議事日程

日程第 １ 会議録署名議員の指名＜Ｐ３＞

日程第 ２ 会期の決定＜Ｐ３＞

日程第 ３ 諸般の報告（議長）＜Ｐ３～Ｐ４＞

日程第 ４ 行政報告（町長）＜Ｐ４～Ｐ５＞

日程第 ５ 報告第１４号 予定価格１,０００万円以上の工事又は製造の請負契約の

締結について＜Ｐ５＞

日程第 ６ 議案第１１５号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部変更につい

て＜Ｐ５～Ｐ６＞

日程第 ７ 議案第１１６号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例＜

Ｐ６～Ｐ７＞

日程第 ８ 議案第１１７号 足寄町営大規模草地育成牧場の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例＜Ｐ７～Ｐ８＞

日程第 ９ 議案第１１８号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る

ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定について＜Ｐ８～Ｐ９＞

日程第１０ 議案第１１９号 足寄町会計年度任用職員の給与に関する条例の制定につい

て＜Ｐ９～Ｐ１０＞

日程第１１ 議案第１２０号 足寄町会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に

関する条例の制定について＜Ｐ１０～Ｐ１１＞

日程第１２ 議案第１２１号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について＜Ｐ１

１～Ｐ１２＞

日程第１３ 議案第１２２号 消費税法及び地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定について＜Ｐ１２～Ｐ１３＞

日程第１４ 議案第１２３号 足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例＜Ｐ１４～Ｐ１５＞

日程第１５ 議案第１２４号 足寄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例＜Ｐ

１５～Ｐ１６＞

日程第１６ 議案第１２５号 足寄町職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例＜

Ｐ１６＞

日程第１７ 議案第１２６号 足寄町防災行政無線施設設置条例の一部を改正する条例＜

Ｐ１６～Ｐ１７＞
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午前１０時００分 開会

◎ 開会宣告

○議長（吉田敏男君） 全員の出席でござい

ます。

ただいまから、令和元年第４回足寄町議会

定例会を開会をいたします。

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） これから、本日の会

議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、足寄町議会総合条例第

１８４条の規定によって、７番髙橋健一君、

８番川上修一君を指名をいたします。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） 昨

日１２月２日に開催されました、第４回定例

会に伴う議会運営委員会の協議の結果を報告

いたします。

会期は、本日、１２月３日から１２月１７

日までの１５日間とし、このうち４日から１

４日までの１１日間は休会となります。

次に、審議予定について報告いたします。

本日、１２月３日は、最初に議長の諸般の

報告を行います。

次に、町長から行政報告を受けます。

次に、報告第１４号の報告を受けます。

次は、議案第１１５号から議案第１１８号

までと、議案第１２１号から議案第１２６号

までを、即決で審議いたします。

議案第１１９号と議案第１２０号について

は、総務産業常任委員会へ付託し、会期中の

審査といたします。

また、１５日の日曜日に、一般質問などを

行います。

１６日以降の審議予定については、一般質

問者の人数などにより流動的でありますの

で、今後の議会運営委員会において協議し、

皆様に御報告いたしますので、御了承願いま

す。

また、議案第１２７号から議案第１３４号

までの補正予算案は、後日、提案説明を受け

た後、即決で審議いたします。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 会期決定の件

○議長（吉田敏男君） 日程第２ 会期決定

の件を議題といたします。

お諮りをいたします。

本定例会の会期は、本日から１２月１７日

までの１５日間にしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は本日から１２月１７日

までの１５日間に決定をいたしました。

なお、１５日間のうち、４日から１４日ま

での１１日間は休会といたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

よって、１１日間は休会に決定をいたしま

した。

なお、今定例会における一般質問通告書の

提出期限は、１２月５日、木曜日の午後４時

まででありますので、よろしくお願いをいた

します。

◎ 諸般の報告

○議長（吉田敏男君） 日程第３ 諸般の報
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告を行います。

議長の報告事項は、印刷してお手元に配付

のとおりです。

これで諸般の報告を終わります。

◎ 行政報告

○議長（吉田敏男君） 日程第４ 行政報告

を行います。

町長から行政報告の申し出がありましたの

で、これを許します。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しをいた

だきましたので、１件、町長行政報告を申し

上げます。

第３期十勝定住自立圏共生ビジョンについ

て、御報告いたします。

定住自立圏構想は、人口減少や少子高齢化

の急速な進行が見込まれる中、地方圏から３

大都市圏への人口流出を食いとめ、地方圏へ

の人口定住を促進することを目的として、国

が平成２０年度に制定した制度であります。

この制度は、圏域の中心的な役割を担う人

口４万人以上の一定要件を満たす中心市と周

辺町村がそれぞれの魅力を生かしながら、相

互に役割分担し、連携・協力することによ

り、圏域全体で必要な生活機能を確保し、定

住のための暮らしに必要な諸機能を総体とし

て持ち合わせた魅力あふれる地域を形成して

いくことを目指すものであります。

十勝圏におけるこれまでの取り組み状況に

つきましては、平成２１年１１月から約１年

間の調査・研究を経て、十勝管内全市町村で

定住自立圏形成を目指すことで合意し、平成

２２年１２月に帯広市が圏域における中心的

役割を担う意思を表明する中心市宣言を行い

ました。平成２３年７月には帯広市と１８町

村との間で３分野１９項目からなる定住自立

圏形成協定を締結したところであります。

本協定の締結を受け、民間団体や地域の関

係者等で構成する共生ビジョン懇談会やパブ

リックコメントの意見を踏まえ、圏域の将来

像や関係市町村が連携して推進する具体的な

取り組み内容を定めた十勝定住自立圏共生ビ

ジョンを策定いたしました。

平成２８年３月には市町村長意見交換会に

よる協議を経て、第２期十勝定住自立圏共生

ビジョンを策定し、５つの取り組み項目の追

加により、２４項目にわたる取り組みを進め

てまいりました。この間、共生ビジョン懇談

会で検証を行い、新たな取り組みを追加した

改訂版を毎年度策定、公表してきたところで

あります。

このたび、共生ビジョン懇談会や市町村長

意見交換会における協議・検討を経て、第３

期十勝定住自立圏共生ビジョンの原案が別冊

のとおり、取りまとめられましたので、その

概要について御説明いたします。

第３期十勝定住自立圏共生ビジョンの全体

構成は、現ビジョンと同様、４章立てとし、

追加、修正した箇所については、下線を付し

ております。

第１章では、現ビジョンの取り組み経過を

追加したほか、計画期間を令和２年度から６

年度までの５年間としております。

第２章では、数値などを時点更新したほ

か、他圏域と比較して人口が堅調に推移して

いること、また、各分野において、現ビジョ

ンでの取り組み経過やその成果、課題などを

追加しております。

第３章では、現ビジョンの内容をベース

に、現ビジョンの成果を総括的に記述してお

ります。人口の将来展望につきましては、現

在、各市町村で策定作業中の新たな人口ビ

ジョンを勘案し、令和２年３月末時点におけ

る令和２２年の数値の合算値を想定してお

り、今後、新しい数値が集約され次第更新す

るものでございます。

第４章では、協定に基づき推進する具体的

取り組みとして、取り組み項目一覧のとお

り、３分野、医療・福祉・教育など１０分類

２１項目となっております。

フードバレーとかち及びバイオマスの利活

用の推進につきまして、これまでフードバ

レーとかちの取り組みの一つでありましたバ
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イオマスの利活用を格上げし、バイオマスの

利活用の推進として取り組み項目に位置づ

け、関係町村と連携して家畜ふん尿由来の再

生可能エネルギーに関する調査研究等を行う

ものであります。

また、地球温暖化防止に向けた低炭素社会

の構築の取り組み概要に先進事例の視察会の

実施を、地域防災体制の構築の取り組み概要

に防災訓練等を通じた防災意識の普及啓発を

それぞれ追記しております。

今後につきましては、１２月に十勝管内全

１９市町村において、本原案をもとにパブ

リックコメントを実施し、寄せられた御意見

を参考に最終案が取りまとめられる予定であ

ります。

なお、新規項目の追加や終了項目の削除に

より、協定書の変更が必要となりますことか

ら、令和２年第１回議会定例会に定住自立圏

形成協定の変更議案を提案させていただく予

定でありますので、御理解を賜りますようお

願いを申し上げ、御報告といたします。

以上、行政報告といたします。

○議長（吉田敏男君） これで、行政報告を

終わります。

◎ 報告第１４号

○議長（吉田敏男君） 日程第５ 報告第１

４号予定価格１,０００万円以上の工事又は

製造の請負契約の締結についての件を議題と

いたします。

本件について、報告を求めます。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、報告第１４号予定価格１,００

０万円以上の工事又は製造の請負契約の締結

について、提案理由の御説明を申し上げま

す。

足寄町議会総合条例第１２条第１項の規定

により、次のとおり報告するものでございま

す。

令和元年８月１７日から令和元年１１月１

２日までの間で、足寄町議会総合条例第１２

条第１項第１号の規定により報告する工事又

は製造の請負は、２ページ及び３ページにご

ざいます別紙のとおり１６件でございます。

以上のとおり、御報告申し上げます。

○議長（吉田敏男君） ただいまの報告に対

し、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これをもって、報告を終わります。

◎ 議案第１１５号

○議長（吉田敏男君） 日程第６ 議案第１

１５号辺地に係る公共的施設の総合整備計画

の一部変更についての件を議題といたしま

す。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、議案第１１５号辺地に係る公共

的施設の総合整備計画の一部変更について、

提案理由の御説明を申し上げます。

議案書の４ページをお開き願います。

辺地に係る公共的施設の総合整備のための

財政上の特別措置等に関する法律第３条第８

項において準用する同条第１項の規定に基づ

き、茂足寄辺地に係る総合整備計画を一部変

更するもので、財政上有利な起債である辺地

対策事業債を申請する場合、この総合整備計

画への登載が条件とされておりますことか

ら、同事業債を申請予定の事業について、総

合整備計画に追加する変更について議決をお

願いするものでございます。

計画に追加する事業につきましては、５

ページ以降に添付させていただいております

総合整備計画書に下線で表示しております事

業で、観光・レクリエーション施設といたし

まして、オンネトー休憩舎建設事業を追加し

ております。
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以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

５番。

○５番（田利正文君） 文言のことなのです

けれども、辺地度点数３９６点というのはど

んなふうに理解していいのか、ちょっと説

明、補足説明お願いできますか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） お答えをいたし

ます。

一応、例えば茂足寄までの、茂足寄から例

えば役場だとか、国保病院への距離だとか、

そういう距離によりまして各点数がついてお

りまして、その合計数値でございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいでしょう

か。

他に、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１１５号辺地に係る公共

的施設の総合整備計画の一部変更についての

件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１１５号辺地に係る公

共的施設の総合整備計画の一部変更について

の件は、原案のとおり可決されました。

◎ 議案第１１６号

○議長（吉田敏男君） 日程第７ 議案第１

１６号災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部を改正する条例の件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

福祉課長 保多紀江君。

○福祉課長（保多紀江君） ただいま議題と

なりました、議案第１１６号災害弔慰金の支

給等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、提案理由の御説明を申し上げます。

本条例は災害弔慰金の支給等に関する法律

及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令

に準拠しているため、法律の一部改正に伴っ

て本条例を改正し、所要の規定の整備をする

とともに字句の整理を行うものでございま

す。

主な改正内容といたしましては、市町村は

法の規定により、償還金の支払いを猶予し、

または償還を免除するか否かを判断するため

に必要がある場合に、資金の貸し付けを受け

た者等に収入または資産の状況について報告

を求めること等ができることとされました。

改正条文の内容について申し上げます。

６ページをお開き願います。

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を

次のように改正する。

第１条中「規定」を「の規定」に改める。

第１５条第２項中「元利均等償還」を「元

金均等償還」に改め、同条第３項を次のよう

に改める。

第３項償還金の支払い猶予、償還免除、報

告等、一時償還金及び違約金については、法

第１３条、第１４条第１項及び第１６条並び

に令第８条、第９条及び第１２条の規定によ

るものとする。

附則ですが、この条例は公布の日から施行

するものでございます。

なお、６ページ右側に新旧対照表を添付し
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ておりますので御参照ください。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願いいた

します。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１１６号災害弔慰金の支

給等に関する条例の一部を改正する条例の件

を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１１６号災害弔慰金の

支給等に関する条例の一部を改正する条例の

件は、原案のとおり可決されました。

◎ 議案第１１７号

○議長（吉田敏男君） 日程第８ 議案第１

１７号足寄町足寄町営大規模草地育成牧場の

設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

経済課長 村田善映君。

○経済課長（村田善映君） ただいま議題と

なりました、議案第１１７号足寄町営大規模

草地育成牧場の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例について、提案理由の御

説明を申し上げます。

７ページをごらんください。

本条例の改正につきましては、足寄町営大

規模草地育成牧場において、現在道営足寄地

区草地畜産基盤整備（公共牧場）事業で、草

地整備及び施設整備を実施しております。施

設の整備として、育成舎及びパドック等の工

事が令和元年１０月に完成したことから、冬

期舎飼が２２０頭に増頭となりましたので、

６５０頭から８７０頭に改正するものでござ

います。

足寄町営大規模草地育成牧場の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように改正する。

第４条第４項中「冬期舎飼６５０頭以内」

を「冬期舎飼８７０頭以内」に改める。

附則として、この条例は公布の日から施行

し、令和元年１１月１日から適用することと

しております。

なお、７ページの右側に新旧対照表を添付

しておりますので御参照願います。

以上をもちまして、提案理由の説明を終わ

らせていただきます。よろしく御審議のほど

お願い申し上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１１７号足寄町営大規模

草地育成牧場の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。
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本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１１７号足寄町営大規

模草地育成牧場の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の件は、原案のとおり

可決されました。

◎ 議案第１１８号

○議長（吉田敏男君） 日程第９ 議案第１

１８号成年被後見人等の権利の制限に係る措

置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定についての件を議題といたし

ます。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、議案第１１８号成年被後見人等

の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定につい

て、提案理由の御説明を申し上げます。

本条例は、成年被後見人等の権利の制限に

係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律による地方公務員法の改正

に伴いまして、地方公務員の欠格条項から成

年被後見人または被保佐人の規定が削除され

たため、同法から引用している条文中の文言

を整理するほか、一部文言修正のため、関係

する条例４本の規定を一括して整備するもの

でございます。

条例の内容について申し上げます。

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の

適正化等を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例。

本条例につきましては、４条立てとなって

おり、第１条では足寄町職員の給与に関する

条例、第２条では足寄町職員等の旅費に関す

る条例、第３条では職員の分限についての手

続及び効果に関する条例、第４条では足寄町

印鑑登録及び証明に関する条例、以上４条例

の条文中の文言の修正や削除をする改正でご

ざいます。

各改正規定につきましては、説明を省略さ

せていただきますので、９ページ及び１０

ページに添付しております新旧対照表を御参

照ください。

附則におきまして、第１項ではこの条例は

令和元年１２月１４日から施行することとし

ております。第２項は経過措置についての規

定でございます。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１１８号成年被後見人等

の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定につい

ての件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１１８号成年被後見人

等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る
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ための関係法律の整備に関する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いての件は、原案のとおり可決されました。

◎ 議案第１１９号

○議長（吉田敏男君） 日程第１０ 議案第

１１９号足寄町会計年度任用職員の給与に関

する条例の制定についての件を議題といたし

ます。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、議案第１１９号足寄町会計年度

任用職員の給与に関する条例の制定につい

て、提案理由の御説明を申し上げます。

本条例は、地方公務員法及び地方自治法の

改正に伴いまして、臨時的任用職員及び非常

勤職員の適正な任用の確保等を目的とした会

計年度任用職員制度が令和２年度から導入さ

れるため、本町におけるフルタイム会計年度

任用職員の給与に関し、必要な事項を定める

ため制定をするものでございます。

主な条文につきまして、御説明をいたしま

す。

１１ページをお開き願います。

足寄町会計年度任用職員の給与に関する条

例。

まず第２条は、給与は現金で直接支払うこ

と。また、申し出により、口座振替の方法に

より支払うことができること等を規定してお

ります。

第４条は、給料は正規の勤務時間による勤

務に対する報酬であること。各種手当ては給

料に含まないことを規定しております。

第５条は、給料表の種類は、足寄町職員の

給与に関する条例に定める別表第１及び別表

第２を準用することを規定しております。

第７条は、給料の支給方法は足寄町職員の

給与に関する条例第５条及び第６条の規定の

例によることを規定しております。

第１１条を除きます第８条から第１４条

は、各種手当てについては、足寄町職員の給

与に関する条例の各規定の例によること等を

規定しております。

第１５条は、１時間当たりの給与額の算出

は、足寄町職員の給与に関する条例第１６条

の規定の例によることを規定しております。

第１６条は、６カ月以上任用された職員に

は、足寄町職員の給与に関する条例第１７条

の規定により、期末手当を支給することを定

めております。

附則第１項におきまして、この条例は令和

２年４月１日から施行することとしておりま

す。

また、第２項では、給与に関する特例につ

いて規定しております。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

６番。

○６番（熊澤芳潔君） これ現金で支払わな

ければならないということなのですけれど

も、このことについて問題が起きないのか、

それとこの理由については、なぜ現金なのか

ということについてお聞きします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） 基本的に来年４

月から始まります会計年度任用職員のほか、

我々正規職員につきましても、基本的には地

方公務員法上、現金で支給するという規定に

なってございます。ただし、今回の制定条文

におきましても、申し出により口座振替の方

法によることができるという規定を置くもの

で、我々正職員につきましても、ほぼ９割以

上の職員が口座振替で支払っているというこ

とでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に、質疑はございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

ただいま議題になっております、議案第１

１９号足寄町会計年度任用職員の給与に関す

る条例の制定についての件は、総務産業常任

委員会に付託をし、会期中の審査にすること

にしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、議案第１１９号足寄町会計年

度任用職員の給与に関する条例の制定につい

ての件は、総務産業常任委員会に付託するこ

とに決定をいたしました。

なお、本件は会期中の休会中に審査の上、

報告をお願いをいたします。

◎ 議案第１２０号

○議長（吉田敏男君） 日程第１１ 議案第

１２０号足寄町会計年度任用職員の報酬、期

末手当及び費用弁償に関する条例の制定につ

いての件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、議案第１２０号足寄町会計年度

任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関

する条例の制定について、提案理由の御説明

を申し上げます。

本条例は、地方公務員法及び地方自治法の

改正に伴いまして、臨時的任用職員及び非常

勤職員の適正な任用の確保等を目的とした会

計年度任用職員制度が令和２年度から導入さ

れるため、本町におけるパートタイム会計年

度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に

関し、必要な事項を定めるため制定をするも

のでございます。

主な条文につきまして、御説明をいたしま

す。

１３ページをお開き願います。

足寄町会計年度任用職員の報酬、期末手当

及び費用弁償に関する条例。

まず第２条第１項は、報酬は職務内容等を

考慮して決定することを規定しており、第２

項から第４項は報酬の月額、日額、時間額の

算出方法を規定したものでございます。

第５項は報酬のほか、特殊勤務、時間外勤

務、休日勤務割増、夜間勤務割増の各報酬及

び期末手当、費用弁償を支給することを規定

しております。

第６項は報酬等の支給は現金で行うこと。

申し出があれば、口座振替の方法により支払

うことができることを規定しております。

第３条は特殊勤務報酬、第４条は時間外勤

務報酬、第５条は休日勤務割増報酬、第６条

は夜間勤務割増報酬について、それぞれ勤務

に従事する場合は支給することを定めており

ます。

第７条は、６カ月以上任用された職員に

は、足寄町職員の給与に関する条例第１７条

から第１７条の３までの規定の例により、期

末手当を支給することを定めております。

第８条は、報酬の支給方法等について規定

しております。

第９条は、１時間当たりの月額、日額、時

間額報酬の算出方法を規定したものでござい

ます。

第１１条は、職務の特殊性やその他の事情

により、町長が特に必要と認める場合の報酬

は、本条例の規定にかかわらず、調整できる

ことを規定しております。

第１３条は、通勤に要する費用は費用弁償

として支給することを定めております。

第１４条は、出張の際の旅費につきまして

も費用弁償として支給することを定めており

ます。

附則第１項におきまして、この条例は令和

２年４月１日から施行することとしておりま

す。

また、第２項では、報酬等に関する特例に

ついて規定しております。
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以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

ただいま議題になっております、議案第１

２０号足寄町会計年度任用職員の報酬、期末

手当及び費用弁償に関する条例の制定につい

ての件は、総務産業常任委員会に付託し、会

期中の審査にすることにしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、議案第１２０号足寄町会計年

度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に

関する条例の制定についての件は、総務産業

常任委員会に付託することに決定をいたしま

した。

なお、本件は会期中の休会中に審査の上、

報告をお願いをいたします。

◎ 議案第１２１号

○議長（吉田敏男君） 日程第１２ 議案第

１２１号地方公務員法及び地方自治法の一部

を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定についての件を議題とい

たします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、議案第１２１号地方公務員法及

び地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いて、提案理由の御説明を申し上げます。

本条例は、地方公務員法及び地方自治法の

改正に伴いまして、会計年度任用職員制度が

令和２年度から導入されるため、会計年度任

用職員に関する規定を整備するため、関係す

る条例８本の規定を一括して整備するもので

ございます。

条例の内容について申し上げます。

１６ページをお開き願います。

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例。

本条例につきましては８条立てとしてお

り、第１条では、足寄町職員の給与に関する

条例。

第２条では、足寄町特別職の職員の給与並

びに旅費及び費用弁償に関する条例。

第３条では、職員の分限についての手続及

び効果に関する条例。

第４条では、職員の懲戒の手続及び効果に

関する条例。

第５条では、職員の育児休業等に関する条

例。

第６条では、公益法人等への職員の派遣等

に関する条例。

第７条では、足寄町人事行政の運営等の状

況の公表に関する条例。

第８条では、足寄町交通安全指導員設置条

例。

以上、８条例の条文中の文言について、会

計年度任用職員制度の導入に合わせ、文言を

整理するものでありまして、各改正規定につ

きましては説明を省略させていただきますの

で、１７ページから１９ページに添付してお

ります新旧対照表を御参照ください。

なお、附則におきまして、この条例は令和

２年４月１日から施行することとしておりま

す。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。
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これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１２１号地方公務員法及

び地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いての件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１２１号地方公務員法

及び地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついての件は、原案のとおり可決されまし

た。

◎ 議案第１２２号

○議長（吉田敏男君） 日程第１３ 議案第

１２２号消費税法及び地方税法の一部改正に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いての件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、議案第１２２号消費税法及び地

方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定について、提案理由の御説明

を申し上げます。

本条例は、社会保障の安定財源の確保等を

図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法等の改正に伴いまして、消費税及び地方消

費税の税率が令和元年１０月１日から１０％

に引き上げられたことに伴い、本町におきま

しても税負担の円滑かつ適正な転化を基本と

して対処するとの国の考え方を踏まえ、関係

する条例１２本に規定する使用料等の額を改

定するため、一括して整備をするものでござ

います。

なお、引き上げ率につきましては、消費税

率が平成２６年４月１日から８％に引き上げ

られた際、１年半後の平成２７年１０月１日

から１０％に引き上げるとの法案が提出さ

れ、可決成立をしていたことから、１０％と

なった際に使用料等の額を見直すこととし、

引き上げを見送っていましたことから、今回

約５％の引き上げを行うものでございます。

条例の改正内容につきましては、いずれも

使用料等につきまして、約５％に引き上げる

という内容でございますので、個々の説明に

つきましては省略をさせていただきますの

で、２５ページから３５ページに添付してお

ります新旧対照表を御参照ください。

なお、附則におきまして、第１項では、こ

の条例は令和２年４月１日から施行すること

としております。

第２項では、経過措置についての規定でご

ざいます。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

５番。

○５番（田利正文君） ２３ページにテニス

コートとあります。テニスコートは今使える

のですか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育次長。

○教育次長（沼田 聡君） 教育次長です。

お答えをいたします。

現在テニスコート１面は使える状態になっ
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ております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） 使われてるかという

意味ですね。

５番。

○５番（田利正文君） 弓道場の横にあった

のがテニスコートですよね。前に私が見たと

きには、もう荒れ放題で使えるような状況で

はなかったというふうに認識しているのです

けれども、それでもここに使えるといって使

用料を取るというふうに上げるのかなという

ふうに疑問を持ったものですから。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育次長。

○教育次長（沼田 聡君） お答えをしま

す。

テニスコートの関係は、現在あそこ利用さ

れている方は今のところいらっしゃいません

けれども、いずれにしろ、またテニスの愛好

者というのか、が利用されることもございま

すので、その面でこの利用料の設定はそのま

まの形で掲載をさせていただいたということ

でございます。で、御理解をいただきたいと

思います。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） もう１点ですけれど

も、２４ページの右のところにあるのですけ

れども、じゅん菜は足寄でとれるのですか、

今でも。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） 建設課長です。

お答えをいたします。

このじゅん菜なのですけれども、最近のと

ころでは余りとれているという状況ではござ

いません。

この条例につきましては、普通河川の河川

の中でじゅん菜を採取する場合、費用をいた

だくというような形になっていますので、申

し出があった際、町長が定める額というよう

な形で進めさせていただいておるところでご

ざいます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 済みません、ちょっ

とわかりづらかったのですけれども、じゅん

菜がとれる可能性があるのですか。とれると

いうか出てくる可能性がというか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） 建設課長でござ

います。

どゅん菜がとれるのかということなのです

けれども、過去にはとれていたようなのです

けれども、町としてじゅん菜を採取するのに

費用をいただいたという事例はありません。

しかしながら、最近ではちょっと見受けない

ので、その辺がちょっとどうなっているかと

いうのまでは把握してませんので、御理解の

ほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（吉田敏男君） よろしいでしょう

か。

他に、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１２２号消費税法及び地

方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定についての件を採決をしま

す。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１２２号消費税法及び

地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定についての件は、原案のと

おり可決されました。

ここで、暫時休憩をいたします。
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１１時１５分からスタートをさせていただ

きます。

午前１１時００分 休憩

午前１１時１５分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 議案第１２３号

○議長（吉田敏男君） 日程第１４ 議案第

１２３号足寄町特別職の職員の給与並びに旅

費及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例の件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、議案第１２３号足寄町特別職の

職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について、提案理

由の御説明を申し上げます。

本条例は、人事院勧告に基づく国家公務員

の給与改定に伴いまして、これに準じて町長

等及び議会議員の期末手当について改正をす

るものでございます。

改正条文の内容について申し上げます。

３６ページをお開き願います。

足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例。

第１条は、足寄町特別職の職員の給与並び

に旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次

のように改正するものでございます。

第４条第１項中「１００分の２２２.５」

を「１００分の２２７.５」に改める。

第８条第２項の表中「１００分の２２２.

５」を「１００分の２２７.５」に、「１０

０分の１３３.５」を「１００分の１３６.

５」に、「１００分の１３３.５」を「１０

０分の１３６.５」に、「１００分の６６.７

５」を「１００分の６８.２５」に改める。

これは、町長、副町長、教育長及び議会議

員の令和元年１２月支給分の期末手当の支給

割合を給料報酬月額の０.０５カ月分引き上

げるものでございます。

なお、議会議員につきましては、在職期間

に応じた割合を規定しております。

次に、第２条足寄町特別職の職員の給与並

びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を

次のように改正する。

第４条第１項中「１００分の２２７.５」

を「１００分の２２５」に改める。

第８条第２項の表中「１００分の２２７.

５」を「１００分の２２５」に、「１００分

の１３６.５」を「１００分の１３５」に、

「１００分の６８.２５」を「１００分の６

７.５」に改める。

これは、町長、副町長、教育長及び議会議

員の期末手当について、令和２年度以降は６

月支給分と１２月支給分を同じ支給率にする

規定でございます。

なお、年間の合計支給率に変更はございま

せん。また、こちらも議会議員につきまして

は、在職期間に応じた割合を規定しておりま

す。

３７ページ及び３８ページに新旧対照表を

添付しておりますので、御参照ください。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１２３号足寄町特別職の
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職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の件を採決をしま

す。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１２３号足寄町特別職

の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の件は、原案の

とおり可決されました。

◎ 議案第１２４号

○議長（吉田敏男君） 日程第１５ 議案第

１２４号足寄町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、議案第１２４号足寄町職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例につい

て、提案理由の御説明を申し上げます。

本条例の改正につきましては、人事院勧告

に基づく国家公務員の給与改定に準じて行う

給料表及び勤勉手当について改正するもので

ございます。

改正条文の内容について申し上げます。

足寄町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例。

第１条足寄町職員の給与に関する条例の一

部を次のように改正する。

第１８条第２項第１号中「１００分の９

２.５」を「１００分の９７.５に改める。こ

れは、勤勉手当の令和元年１２月支給分を

０.０５カ月分引き上げるものでございま

す。

次に、別表第１及び別表第２のイ及びウを

改めることといたしまして、４０ページの別

紙第１条関係、別表第１行政職給料表、４１

ページの別紙第１条関係、別表第２イ医療職

給料表（二）、４２ページの別紙第１条関係

として、別表第２ウ医療職給料表（三）を定

めております。

次に、改正条例第２条でございますが、第

１８条第２項につきまして、改正条例第１条

により令和元年１２月支給分で引き上げた

０.０５カ月分を、令和２年度は６月支給分

と１２月支給分にそれぞれ０.０２５カ月分

振り分けて同じ支給率にする規定でございま

す。

附則第１項におきまして、この条例は公布

の日から施行することといたしますが、改正

条例第２条の規定の施行日は令和２年４月１

日からとしております。

また第２項では、改正条例第１条の規定に

よる第１８条第２項の改正後の規定の適用日

を令和元年１２月１日からとしております。

附則第３項では、給与の内払とみなすこと

について規定しております。

４３ページ及び４４ページに新旧対照表を

添付しておりますので、御参照ください。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１２４号足寄町職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例の件を

採決をします。

この表決は、起立によって行います。
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本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１２４号足寄町職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例の件

は、原案のとおり可決されました。

◎ 議案第１２５号

○議長（吉田敏男君） 日程第１６ 議案第

１２５号足寄町職員特殊勤務手当支給条例の

一部を改正する条例の件を議題といたしま

す。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、議案第１２５号足寄町職員特殊

勤務手当支給条例の一部を改正する条例につ

いて、提案理由の御説明を申し上げます。

本条例の改正につきましては、人事院規則

の改正に伴い、夜間看護手当を増額するとと

もに、感染症予防法から引用している条文中

の文言について、所要の整理をするものでご

ざいます。

改正条文の内容について申し上げます。

４５ページをお開き願います。

足寄町職員特殊勤務手当支給条例の一部を

改正する条例。

足寄町職員特殊勤務手当支給条例の一部を

次のように改正する。

第２条第４号中「伝染病」を「感染症」に

改める。

第５条第２項中「７,１４０円」を「７,３

００円」に改める。

第６条の改正につきましても、主に「伝染

病」との文言を「感染症」に改めるものでご

ざいます。

なお、附則におきまして、この条例は令和

２年４月１日から施行することとしておりま

す。

４６ページに新旧対照表を添付しておりま

すので、御参照ください。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１２５号足寄町職員特殊

勤務手当支給条例の一部を改正する条例の件

を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１２５号足寄町職員特

殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の

件は、原案のとおり可決されました。

◎ 議案第１２６号

○議長（吉田敏男君） 日程第１７ 議案第

１２６号足寄町防災行政無線施設設置条例の

一部を改正する条例の件を議題といたしま

す。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 松野 孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、議案第１２６号足寄町防災行政

無線施設設置条例の一部を改正する条例につ

いて、提案理由の御説明を申し上げます。
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本条例の改正につきましては、本町防災行

政無線の更新、デジタル化に伴いまして、足

寄町農業協同組合内に設置しておりました操

作機器を撤去いたしましたため、条文の表

中、文言を削除するものでございます。

改正条文の内容について申し上げます。

足寄町防災行政無線施設設置条例の一部を

改正する条例。

足寄町防災行政無線施設設置条例の一部を

次のように改正する。

第２条の表送信施設の項設置箇所の欄中

「足寄町農業協同組合内」を削る。

附則におきまして、この条例は公布の日か

ら施行することとしております。

４８ページに新旧対照表を添付しておりま

すので、御参照をお願いいたします。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１２６号足寄町防災行政

無線施設設置条例の一部を改正する条例の件

を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１２６号足寄町防災行

政無線施設設置条例の一部を改正する条例の

件は、原案のとおり可決されました。

◎ 散会宣告

○議長（吉田敏男君） 以上で、本日の日程

は全部終了をいたしました。

本日はこれで散会をいたします。

次回の会議は、１２月１５日、午前１０時

より開会をいたします。

大変御苦労さまでございます。

午前１１時３４分 散会


